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令和２年度 決算特別委員会

会議録（第１号）

１．招集年月日 令和２年９月９日（水）

２．招集の場所 熊野町議会議場

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

３．出席議員（１６名）

委員長 山 野 千佳子 副委員長 水 原 耕 一

委員 福垣内 邦 治 委員 光 本 一 也

委員 中 島 数 宜 委員 尺 田 耕 平

委員 竹 爪 憲 吾 委員 諏訪本 光

委員 沖 田 ゆかり 委員 片 川 学

委員 時 光 良 造 委員 民 法 正 則

委員 荒 瀧 穂 積 委員 山 吹 富 邦

委員 中 原 裕 侑 委員 大瀬戸 宏 樹

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．欠席議員（なし）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．事務局出席 議会事務局長 西 村 隆 雄

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明員

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 岩 田 秀 次

教 育 長 林 保

総 務 部 長 宗 條 勲

住 民 生 活 部 長 貞 光 治 夫

健 康 福 祉 部 長 時 光 良 弘

建 設 農 林 部 長 沖 田 浩

教 育 部 長 横 山 大 治

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫



－2－

財 務 課 長 西 川 伸一郎

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．協議事項

付託された「認定第１号 令和元年度熊野町各会計歳入歳出決算認定」、「認定第２

号 令和元年度熊野町上水道事業会計決算認定」について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．内容

（開会 １１時２５分）

○委員長（山野） ただいまの出席委員は１６名です。定足数に達しておりますので、た

だいまから決算特別委員会を開会します。

本委員会に付託されました「認定第１号、令和元年度熊野町各会計歳入歳出決算認定

について」、及び「認定第２号、令和元年度熊野町上水道事業会計決算認定について」

を議題といたします。

初めに審査の手順ですが、お配りしております令和２年決算特別委員会審査方法に基

づき行うこととします。まず、一般会計と各特別会計の決算全般における概要について

副町長から、上水道事業会計決算における概要については建設農林部長から説明を受け、

続いて、各部門ごとの主要事業について各担当部長から説明を受けたいと思います。

なお、例年、決算特別委員会の審査は、審査全般を第１委員会室で行っておりました

が、本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、審査手順については例年ど

おりとしながら、決算の概要及び主要事業の説明はここ議場で受けることとし、それ以

降は例年どおり第１委員会室にて移動し審査を進めようと思っております。第１委員会

室におきまして、まず各会計書類の閲覧時間を設けたいと思いますが、この閲覧時間の

際に個々で質疑をしていただければと思います。そして、最後に部門ごとに総括質疑を

行い、委員会としての意見をまとめたいと思います。

以上の流れで審査を行っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（山野） 異議がないようですので、早速、審査に入りたいと思います。

令和元年度各会計歳入歳出決算書は事前にお配りしております。それでは、副町長か

ら決算書の概要についての説明をお願いいたします。副町長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



－3－

○副町長（岩田） それでは、令和元年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算につき

まして、その概要を説明させていただきます。

決算書の１ページ、「財産に関する調書」を御覧ください。

まず、令和元年度末の公有財産の状況について御説明いたします。一番下の行を御覧

ください。

土地につきましては、前年度に比べ２万２,９１６.７９平方メートルの増加で、全体

では１４２万３,７０７.２９平方メートルとなっております。

建物につきましては、木造が３１.４５平方メートル減少し、全体では下段の右側に

なりますけども、８万８０２.６８平方メートルとなっております。

次に、増減の内容について御説明をさせていただきますので、３ページをお願いいた

します。

上段の行政財産の土地では、「その他の行政機関」の「その他の施設」におきまして、

用悪水路を呉地、出来庭、萩原、川角及び東山地区で計７筆の寄附受納等を行ったこと

により１０８平方メートルの増、「公共用財産」の「公園」で、筆の里工房周辺整備事

業による所有権移転を行ったことにより２万２,３９８.６０平方メートルの増、「公共

用財産」の「その他の施設」で、筆の里工房周辺整備に係る墓地の移転により、代替地

として５２４平方メートルを取得したことによる増となっております。

行政財産の建物では、「公共用財産」の「公営住宅」で、「木造」は町営城之堀住宅

を１棟用途廃止し取壊したことにより、３１.４５平方メートルの減となっております。

次に、下段の普通財産についてですが、土地について、分類がえにより１１３.８１

平方メートルの減となっており、建物については増減はございません。

続きまして、５ページを御覧ください。

（２）の「出資による権利」につきましては、前年度から変更がなく、１億８２２万

６,０００円となっております。

２の「物品（公用車）」ですが、軽貨物車と消防積載車の増減で、１台増加、３台減

少でございます。全体では前年度末から２台減少し、決算年度末現在の保有台数は６３

台となっております。

次に、一般会計及び各特別会計の決算につきましては、各会計の全体像として、決算

額、収支、歳入における不納欠損額及び収入未済額、歳出における不用額について、説

明させていただきます。
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６ページを御覧ください。

令和元年度一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入歳出予算額がそれぞれ１１５

億９,４７３万３,２００円に対し、歳入決算額が９７億１,５２２万４,３０１円、歳出

決算額が９４億３,０００万４,８１１円で、歳入歳出差引残高は２億８,５２１万９,４

９０円となっております。

８ページを御覧ください。

実質収支でございますが、３の歳入歳出差引額から、４の（１）継続費逓次繰越額５

１１万８００円と、（２）繰越明許費繰越額１億３,７７４万４７２円を翌年度へ繰り

越すべき財源として差し引いた１億４,２３６万８,２１８円となっております。

なお、継続費逓次繰越額及び繰越明許費繰越額は、６月の令和２年第４回熊野町議会

定例会において御報告いたしました繰越計算書の掲載事業である「防災行政無線デジタ

ル化事業」、「災害予防及び応急対策事業」、「小・中学校大規模改造事業」、「各種

災害復旧事業」などに係る財源となっております。

次に、一般会計の歳入ですが、９ページから１４ページに款及び項ごとの決算状況を、

２１ページから６２ページに目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。この中

で、不納欠損額及び収入未済額の概要について御説明させていただきます。

１０ページをお開きください。

不納欠損額につきましては、町税で６１３万２,７７３円、続いて１２ページの分担

金及び負担金で２万４,０００円、合計で６１５万６,７７３円を不納欠損処分としてお

ります。

また、収入未済額は、１４ページ一番下の合計欄にありますように、一般会計全体で

６億２,６８５万９,７０４円となっております。収入未済額につきましては、平成３０

年度決算の３億５,４６７万１,４７８円と比較しても大幅な増となっております。

主な要因といたしましては、平成２９年度以前の収入未済額は、未徴収となった町税

が大半を占めておりましたが、平成３０年７月豪雨の災害復旧事業に加え、国の補正予

算で年度末に補助決定された（仮称）東部地域防災センターや町立学校の大規模改造事

業等の繰越事業に係る国庫支出金などで、補助決定は受けたものの実際の収入は事業が

完了する年度となるため、令和元年度の決算時点では収入未済額として多く計上されて

おります。

なお、令和元年度の町税の徴収率は９６.３％で、前年度の９６.２％に比べ０.１％
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増加をしております。

次に、歳出でございますが、１５ページから１８ページに款及び項ごとの決算状況を、

６３ページから１３４ページに目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。この

中で、不用額について説明させていただきます。

毎年度、予算編成に当たっては、事務事業の精査を行い、適切な予算の計上に努める

とともに、不用となる経費については補正予算で減額をしております。しかしながら、

災害廃棄物処理等の災害関連事業や、医療費等に係る特別会計繰出金などについては、

的確な見通しの把握が難しく不用額が発生する場合がございます。こうしたことから、

令和元年度は１８ページの一番下の合計欄にありますように、４億８,９２０万５,１１

７円が不用額となっております。

次に、１３８ページを御覧ください。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算について説明をさせていただきます。

歳入歳出予算額がそれぞれ２７億８,５３６万６,０００円に対し、歳入決算額が２５

億３,２２９万５,５６７円、歳出決算額が２４億８,２５９万５,２５３円で、歳入歳出

差引残高は４,９７０万３１４円となっております。

１４０ページを御覧ください。

繰り越すべき財源がございませんので、５の実質収支額も４,９７０万３１４円とな

っております。

１４１ページの歳入でございますが、国民健康保険税の不納欠損額が８３０万１,７

００円、収入未済額が８,３５７万９,８７６円、諸収入のうち被保険者返納金の収入未

済額が７万１,２３９円となっております。

１４３ページからの歳出につきましては、不用額が３億２７７万７４７円となってお

りまして、この主な内容は、保険給付費２億８,９５４万１３２円、保健事業費８２５

万８,８５４円でございます。

次に、１６４ページをお願いいたします。

公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算について御説明をさせていただきます。

歳入歳出予算額がそれぞれ７億５,２９４万９,０００円に対し、歳入決算額、歳出決

算額ともに７億４,０１４万５,２５１円で、歳入歳出差引残高はゼロ円となっておりま

す。

１６６ページを御覧ください。
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繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額もゼロ円となっております。

１６７ページの歳入でございますが、分担金及び負担金で不納欠損額が１５万８００

円、使用料及び手数料で不納欠損額が１９万７,４８０円、収入未済額が６７２万１,０

３２円となっております。

１６９ページの歳出につきましては、不用額が１,２８０万３,７４９円となっており、

その主な内容は、流域下水道維持管理負担金の精算などにより、総務費１,００７万７,

６３０円、工事の執行残などにより、事業費１７２万４,６４５円でございます。

次に、１８２ページをお願いいたします。

後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算について説明させていただきます。

歳入歳出予算額がそれぞれ７億５,９３６万３,０００円に対し、歳入決算額が７億６,

８６７万５,６４５円、歳出決算額が７億５,７９６万４５６円で、歳入歳出差引残高は

１,０７１万５,１８９円となっております。

１８４ページをお願いいたします。

繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も１,０７１万５,１８９円となって

おります。

１８５ページの歳入ですが、後期高齢者医療保険料におきまして、不納欠損額が１,

４９３円、収入未済額が６１万３,０７３円となっております。

１８７ページの歳出につきましては、不用額が１４０万２,５４４円となっており、

その主な内容は、償還金及び還付加算金９１万４,０００円でございます。

次に、１９８ページをお願いいたします。

介護保険特別会計の歳入歳出決算について御説明させていただきます。

歳入歳出予算額がそれぞれ２２億５,９２０万６,０００円に対し、歳入決算額が２２

億４,３８２万８,４８１円、歳出決算額が２１億９,９００万２,６１２円で、歳入歳出

差引残高は４,４８２万５,８６９円となっております。

２００ページをお願いいたします。

繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も４,４８２万５,８６９円となって

おります。

次に、歳入及び歳出についてですが、介護保険特別会計は保険事業勘定、介護サービ

ス事業勘定の２つの勘定に分けておりますので、それぞれ説明させていただきます。

まず、保険事業勘定について説明させていただきます。
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２０３ページをお願いいたします。

歳入ですが、介護保険料におきまして、不納欠損額が２３５万７,９４４円、収入未

済額が６６６万８,８４１円となっております。

２０５ページの歳出につきましては、不用額が５,９７１万４,８１６円となっており、

その主な内容は、保険給付費５,２３５万９３９円でございます。

次に、介護サービス事業勘定について御説明いたします。

２０９ページをお願いいたします。

歳入ですが、介護サービス事業勘定は、全ての歳入が公費で賄われておりますので、

不納欠損額、収入未済額はともにございません。

２１１ページの歳出につきましては、事業費の不用額が４８万８,５７２円となって

おります。

以上が、一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の概要でございます。

次に、令和元年度の基金の運用状況について御説明させていただきます。

２４６ページをお願いいたします。

基金財産につきましては出納整理期間の適用はありませんが、各会計と同様に、出納

整理期間における増減を含む金額で説明をさせていただきます。

土地開発基金ですが、（１）の預金では、筆の里工房周辺整備事業の用地を一部購入

したことにより、５,５６２万２,６６５円を支出し、基金残高は２億３３８万６,３９

７円となっております。

（２）の土地については、９,６８０.０１平方メートルの増となっております。

２の財政調整基金につきましては、下から２つの行の値の和となりますけども、利子

を含め６,８５９万９,６６１円の積立てを行い、一般会計へ２億５,０００万円取り崩

した結果、基金残高は１２億３,１２３万２,１９０円となっております。

３の筆の里づくり基金につきましては、これも下２行分の和でございますが、災害支

援金など５,７０７万９９５円の積立てを行い、一般会計へ４,３３０万４,０００円取

り崩した結果、基金残高は３億２,８８０万８,９７３円となっております。熊野筆情報

発信拠点移設整備事業やハザードマップ作成事業などの財源として運用したものでござ

います。

２４７ページ、５の地域福祉基金につきましては、利子２万１,０００円の積立てを

行い、一般会計へ１,０６８万３,０００円取り崩した結果、基金残高は１億５,９８５
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万５,６６２円となっております。生活福祉交通「おでかけ号」の運行事業の財源とし

て運用したものでございます。

２４８ページ、８の公共施設等整備基金につきましては、下２行分の和で、利子を含

め１,４４２万７,５０６円の積立てを行い、一般会計へ９,４９０万取り崩した結果、

基金残高は３億３,８２７万７,３６０円となっております。筆の里工房改修事業や町民

グラウンド復旧工事などの財源として運用したものでございます。

９の森林環境基金につきましては、令和元年度から創設された森林環境譲与税を原資

としたもので、譲与税の全額となる１２８万７,０００円を積み立てております。

１０の国民健康保険財政調整基金につきましては、４,８３９万４,０００円の積立て

を行った結果、基金残高は１億７,４１４万１,７４９円となっております。

１１の介護給付費準備基金につきましては、下２行の和、７,３８３万５,０００円を

積立てし、基金残高は６億９,０４２万８,８８９円となっております。

その他の基金につきましては、異動がないものや利息の積立てのみとなっております

ので、御説明は省略させていただきました。

なお、２５０ページからの主要事業につきましては、これより各部長から説明をさせ

ていただきます。

説明は以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 続いて、建設農林部長から上水道事業会計決算書の概要について、説

明をお願いいたします。沖田部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（沖田） それでは、令和元年度上水道事業会計剰余金の処分及び決算の

概要について説明いたします。

まず、剰余金の処分につきまして御説明いたします。

熊野町上水道事業決算書の１２ページをお開きください。

下段の表、令和元年度熊野町上水道事業剰余金処分計算書を御覧ください。

まず、剰余金の処分についてでございます。未処分利益剰余金は３億２,１７３万９,

５７６円で、２９４万１,８２５円を利益積立金に、５,５８９万４,６６９円を建設改

良積立金に積み立て、残りの２億６,２９０万３,０８２円を繰り越すものでございます。

続きまして、決算の概要を御説明いたします。
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２０ページをお開きください。

（１）の業務状況についてですが、中ほどの表を御覧ください。年間給水量は１９３

万４,２７４立方メートルで、対前年度の０.１％増加となっており、年間有収水量につ

いても１７８万４,６１５立方メートルで、対前年度の０.３％増加となっております。

なお、有収率については９２.３％で、対前年度の０.２ポイント増加しております。

続きまして、（２）主要施策では、未給水地区解消のための管路整備を萩原地区で２

か所、管路更新については熊野団地の柿迫地区で３か所、また開発地における管路整備

を萩原地区、呉地地区、中溝地区で各１か所実施しており、令和元年度全体で、管路整

備延長は約１,２６４メートルとなっております。

続きまして、ページを戻っていただき、６ページ、７ページをお開きください。

（１）の収益的収入及び支出でございます。収入の決算額は５億２,７５７万４,６７

４円となっております。対前年度で７０２万４,０１０円の減額で、主な要因は、開発

地工事件数の減に伴い特別利益が減少したことによるものでございます。また、支出の

決算額は４億６,４６０万７,３５５円となっております。対前年度で８９７万８,８０

２円の減額で、主な要因は、県道矢野安浦線拡幅に伴う配水管移設費の減によるもので

ございます。

最後に、８ページ、９ページをお開きください。

（２）資本的収入及び支出でございます。収入の決算額は２,９１３万２,４８０円と

なっております。対前年度で３５１万９,０４０円の減額で、主な要因は、開発地工事

件数の減に伴い開発費収入が減少したことによるものでございます。また、支出の決算

額は７,３６２万２,６８５円で、対前年度で１,３２２万２,０７５円の減額で、主な要

因は、開発地工事件数の減に伴う工事費の減少によるものでございます。

剰余金の処分及び決算の概要につきましては、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 暫時休憩いたします。

再開は、１３時３０分から、本会議場でお願いいたします。

休憩 １１時５５分

再開 １３時３０分

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
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これより各部門における令和元年度の主要事業について説明を受けたいと思います。

それでは、総務部門から説明をお願いいたします。総務部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○総務部長（宗條） 総務部門の主要事業について説明をさせていただきます。

資料は、令和元年度歳入歳出決算附属資料と、令和元年度一般及び特別会計歳入歳出

決算書の２つを用いて説明をさせていただきます。なお、現在の行政機構は本年度に改

編したものですが、昨年度の決算資料中の課名につきましては、現在の名称を表示させ

ていただいております。

それでは、歳入歳出決算附属資料の１３ページをお願いいたします。こちらの附属資

料となります。

まず、総務課の「県議会議員選挙事業」です。決算書では７５ページから７６ページ

で、事業費は４５３万６,０００円です。平成３１年４月７日に執行された県議会議員

選挙です。主な内容は、投開票の管理者、立会人への報酬、職員の時間外勤務手当、入

場券等の郵送料、ポスター掲示板の維持管理・撤去委託料などで、投票率は４３.７

３％でございます。

続いて、「町議会議員選挙事業」です。決算書では７５ページから７６ページで、事

業費は６８７万４,０００円です。平成３１年４月２１日に執行された町議会議員選挙

です。主な内容は、投開票の管理者、立会人への報酬、職員の時間外勤務手当、入場券、

選挙公報等の郵送料、ポスター掲示板の維持管理・撤去委託料などで、投票率は５７.

４６％でございました。

続いて、「参議院議員選挙事業」です。決算書では同じく７５ページから７６ページ

で、事業費は７９５万３,０００円です。令和元年７月２１日に執行された参議院議員

選挙です。主な内容は、投開票の管理者、立会人への報酬、職員の時間外勤務手当、入

場券等の郵送料、ポスター掲示板の維持管理・撤去委託料などで、投票率は４６.１

５％でございました。

続いて、政策企画課の「総合計画策定事業」です。決算書では６７ページから６８ペ

ージで、事業費は７７４万４,０００円です。令和２年度に第５次熊野町総合計画の計

画期間が終了することに伴い、令和３年度を初年度とする第６次熊野町総合計画の策定

作業を実施しました。主な内容は、策定方針の決定、熊野町総合計画策定条例の制定、

若者ワークショップ、町民ワークショップ、関係団体ヒアリング調査、住民意識調査、
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町外居住者アンケートの実施、基本構想案の審議会への諮問を実施しております。

次に、「企画一般事務事業（三重県熊野市との自治体交流）」です。決算書では６９

ページから７０ページになります。主な内容は、令和元年１１月１日に三重県熊野市と

の友好都市協定を締結したことです。産業、観光、文化・スポーツ、防災等の幅広い交

流と諸施策を連携・協力して展開するとともに、両市町のブランド力の向上や地域課題

の解消のための取組、住民間の相互交流を促進することで、両市町のさらなる発展と繁

栄を図ることを目的としています。企画一般事務事業の全体事業費は１,５２６万４,０

００円です。そのうち三重県熊野市との自治体交流に関する事業費は、特別旅費や友好

都市締結記念筆の作成費用の５３万１,０００円です。

次に、産業観光課の「筆の里工房事業」です。決算書では６９ページから７２ページ

で、事業費は１億６,５９９万７,０００円です。主な内容は、筆づくりの歴史と伝統を

生かし、魅力ある熊野のまちづくりを担う施設として設置いたしました筆の里工房の円

滑な運営を図るもので、指定管理委託料、人件費及び自主事業補助金のほか、空調設備

及びトイレの改修、消火用不活性ガスの交換を行っております。また、ホテルグランビ

ア広島内に熊野筆情報発信拠点の整備に要した費用などとなっております。

次に、「商工振興事業」です。決算書では１０１ページから１０２ページで、事業費

は１億３,４７０万円です。主な内容は、熊野町商工会への支援等、町内の商工振興を

行うとともに、くまの産業団地に操業を開始した企業に対する企業立地奨励金の交付を

いたしました。また、中小企業融資制度への１億２,０００万円の預託を行っておりま

す。

総務部の令和元年度主要事業につきましては、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 続いて、住民生活部門の説明をお願いいたします。住民生活部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○住民生活部長（貞永） それでは、総務部門に引き続き、住民生活部門の主要事業につ

いて説明をいたします。

住民生活部門には、一般会計及び２つの特別会計がありますので、まず、一般会計か

ら説明を行い、続いて特別会計の説明を行います。

歳入歳出決算附属資料の１３ページをお開きください。

生活環境課の「交通輸送対策事業」です。決算書では６９ページから７０ページとな
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ります。事業費は３,１８６万５,０００円で、生活福祉交通「おでかけ号」の運行事業

と、バス運行対策費補助事業が主な事業内容です。生活福祉交通「おでかけ号」の令和

元年度の事業実績ですが、運行日数２３８日、運行の便数１,３３０便、利用者数８,５

４０人、１便当たりの平均利用者数は６.４人となっております。前年度と比較して、

便数が２８便少なくなりましたが、７８４人の利用者増となりました。事業費として、

町内タクシー事業者２社への運行委託費１,０６８万３,６００円を支出しています。ま

た、バス運行対策費補助金は、生活バス路線の運行を確保するため、沿線自治体が協調

して運行経費の一部を補助するもので、広電バス阿戸線へ１,９９４万３,５９５円、芸

予バスへ５万３,６４１円を支出しています。

なお、阿戸線に関しましては、広島市区域の走行距離に応じ、広島市から２８４万９,

０８５円の負担金を収入としています。

続きまして、「環境衛生事業」です。決算書では９３ページから９４ページとなりま

す。この事業では、小型浄化槽設置に対する補助金交付や火葬に対する葬祭費補助など

の助成を行っています。事業費は１,５２８万２,０００円で、対前年度比９５０万７,

０００円、１６４.６％増となっています。増額の主な要因は、呉市が３０年度に行っ

た呉市内の斎場等の使用料を呉市民と同額となる措置を昨年度に取りやめたことによる

葬祭費補助金の増によるものです。家庭用小型浄化槽の設置整備に対する助成では、５

人槽の浄化槽５基、７人槽１基の申請があり、合計で２０７万４,０００円の助成を行

いました。浄化槽管理者に対しては、浄化槽台帳を基に清掃や法定点検の実施を促し、

町内河川の水質汚濁の防止を図り、生活環境の保全に寄与しているものと考えています。

また、葬祭費補助金は、呉市民の火葬場使用料を基準額として、その差額を助成してお

り、２３１人に９４６万４,０００円を支出しました。

次に、資料１４ページ、「廃棄物収集運搬事業」でございます。決算書では９５ペー

ジから９６ページとなります。この事業では、各家庭からごみステーションに排出され

たごみや資源物を民間業者への委託により収集し、区分ごとに処理施設へ運搬し適正に

処理しました。事業費は７,２４５万９,０００円で、対前年度比１,３６１万８,０００

円、２３.１％増となっています。増額の主な要因は、ごみ収集運搬業務委託料の増額

によるものです。

次に、「災害廃棄物処理事業」です。決算書では９５ページから９６ページとなりま

す。この事業では、町民グラウンドに仮置きしていた平成３０年７月豪雨により発生し
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た災害廃棄物を順次最終処分場に搬入しました。また、混合状態となった災害廃棄物に

ついては中間処理施設で破砕や選別などの処理を行いました。事業費は５,０２０万８,

０００円で、補助率は５０％となっております。

次に、「人権啓発事業」です。決算書では１２３ページから１２４ページとなってい

ます。この事業では、本年１月１９日にプロフィギュアスケーターの鈴木明子氏により、

「ひとつひとつ、少しずつ。～自分らしく前へすすむ～」をテーマとした講演会を実施

したもので、参加者は２５０人、事業費は７６万３,０００円でした。

次に、防災安全課の「一般管理事業（防災・減災まちづくり会議運営等事業）」です。

決算書では６３ページから６６ページになります。この事業では、平成３０年７月豪雨

で得た教訓から、町と町民の協働による防災・減災対策を推進し、復興に取り組んでい

くための町民を対象とした熊野町防災・減災まちづくり会議を設置、ワークショップや

研修会などを６回開催し、参加者の防災意識を高めるとともに、自助・共助の自主的な

活動を促す取組を行ったものです。防災・減災まちづくり会議運営に関する事業費は、

括弧内の２１２万４,０００円です。

次に、防災安全課の「災害予防及び応急対策事業」です。決算書では１１３ページか

ら１１４ページになります。災害予防及び応急対策事業につきましては、ハザードマッ

プ作成業務、追悼式事業、防災行政無線デジタル化実施事業、東部地域防災センター

（仮称）整備事業を主要事業に挙げております。ハザードマップ作成業務は、第一小学

校区、第三小学校区の土砂災害基礎調査結果に基づき、地域住民が参加するワークショ

ップを開催した上で、避難場所、避難経路等の情報を含めたハザードマップの作成を行

い、当該地区の全世帯への配布と、避難所周辺のハザードマップを掲載した避難所総合

案内板を９か所設置したもので、事業費は１,７００万６,０００円です。

次の追悼式事業は、平成３０年７月豪雨の犠牲者を追悼する追悼式を７月６日に町民

体育館で開催したものです。式典参加者５００名、一般献花者８００名となりました。

事業費は、実行委員会への委託料の４００万円です。

次の「防災行政無線デジタル化実施事業」は、防災行政無線のデジタル電波化への更

新工事について、プロポーザル方式で業者を選定し、システム設計、機器作成を実施し

たもので、事業費は９,９４０万円です。

次の「東部地域防災センター（仮称）整備事業」では、プロポーザル方式による設計

業者選定を行い、事業認定図書の作成、基本設計及び実施設計などを実施するとともに、
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設計に当たっては住民意見を反映するためのワークショップを６回開催したもので、事

業費は４,４５６万８,０００円です。

続いて、住民生活部の所掌する２つの特別会計について説明をいたします。

資料２０ページをお開きください。

まず、初めに２の国民健康保険事業特別会計の「国民健康保険事業」です。決算書で

は１５５ページから１６２ページになります。国民健康保険制度は、国民皆保険の中核

をなす制度で、平成３０年度から県内の広域化が開始される中、主に地域の自営業者及

び退職者などを対象として、疾病、負傷、出産及び死亡に対して保険給付を行っていま

す。また、疾病の予防や早期発見、重症化防止等を目的とした特定健康診査等の結果に

基づく保健事業及びデータヘルス計画による腎症重症化予防事業を実施するとともに、

後発医薬品差額通知等の医療費適正化への取組をあわせて実施しています。事業の決算

額は２４億８,２５９万５,０００円、前年度比２億４,５２９万３,０００円、８.９％

の減で、減額の主な要因は、被保険者数の減によるものです。本年３月末現在の被保険

者数は４,８３２人、６.１％の減。加入世帯数は３,１１６世帯、４.６％の減で、近年、

６０代の就労継続や団塊世代の後期高齢への移行などにより減少傾向が続いております。

保険税の収納率は９４.４６％で、前年度より０.４５％減となっています。主な支出と

なります保険給付費は２３億９,１２４万９,０００円、前年度比１億６,７９３万９,０

００円、６.６％の減となっています。

なお、国保制度改革に伴い、平成３０年度から国保の運営に県が財政運営の責任主体

として加わる県単位化が行われ、この保険給付費の費目については、県へ納付する事業

費が含まれていますので、実質の保険給付費は１７億６,６９３万８,０００円で、前年

度比１億１,９６４万６,０００円、６.３％の減となっています。国保財政につきまし

ては、安定的な財政運営や効率的な事業の確保に向けて県と市町が共同で取組制度の安

定化を目指してまいります。

次に、一つ飛んで４の後期高齢者医療特別会計の「後期高齢者医療事業」です。決算

書では１９５ページから１９６ページになります。後期高齢者医療制度は、県内全市町

が加入する広域連合を保険者として、被保険者の認定、保険料の決定及び保険給付等を

行い、各市町では申請や届出等の窓口業務や保険料の徴収事務を行っています。被保険

者は７５歳以上の方と、６５歳以上７５歳未満の方で一定の障害をお持ちの方となりま

すが、本年３月末現在で４,５７８人、前年度の同時期と比べて１９６人、４.５％の増
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となっています。事業の決算額は７億５,７９６万円で、前年度比４,６１９万１,００

０円、６.５％の増です。保険料の収納率は９９.９％で、前年度より０.２２％上がっ

ています。主な支出となります後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合の事務費、

医療給付費の負担額、徴収した保険料等を合算したもので、７億５,６２８万１,０００

円、前年度比較で４,７０１万２,０００円、６.６％の増となっています。

後期高齢者医療制度につきましては、高齢化の進展に伴い、今後も被保険者数及び医

療給付費とも増加傾向が続きますが、引き続き、広域連合と市町が相互に役割を担い、

連絡調整を図りながら事務の執行に努めてまいります。

住民生活部門の令和元年度主要事業につきましては、以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 続いて、健康福祉部門の説明をお願いいたします。健康福祉部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部長（時光） それでは、健康福祉部門の主要事業について御説明いたします。

健康福祉部門には、一般会計及び特別会計がございますので、まず、一般会計から説

明を行い、続いて特別会計の説明を行います。

同じく附属資料の１５ページをお開きください。

最初に、社会福祉課の「プレミアム付商品券事業」でございますが、消費税・地方消

費税の１０％への引上げが、低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとと

もに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的に実施しました。対象者は、非

課税者３,６４０人、子育て世帯５５２人、計４,１９２人でございましたが、引換券発

行者数は２,３８６人で、５６.９％の発行率となりました。事業費は１,８９２万４,０

００円となっております。

次に、「障害者総合支援事業」でございますが、身体・知的・精神障害者、難病患者

等に対し、個々の障害の程度、ニーズに応じた障害福祉サービスを提供することにより、

障害者等の自立と社会参加を支援しました。放課後等デイサービスなど障害児通所事業

の増等により、事業費は対前年度比で１１.５８％増の６億５,３３９万８,０００円と

なっております。

続いて、「生活保護一般事務事業・生活保護費支給事業」でございますが、令和元年

度の保護世帯数は、年間の平均で１２５世帯、保護人数は１７７人、前年度と比較し世

帯数は４世帯の減、人数では５人の減となっております。受給世帯の減少による生活扶
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助費は減額となりましたが、平成３０年度国庫負担金の返還に伴う償還金利子及び割引

料の増額により、前年度比２.３％増の３億１,１０７万７,０００円となっております。

次に、子育て支援課の「保育所運営一般事務事業・保育所運営事業」でございますが、

この事業では町内４か所の認定保育所と１か所の認定こども園などへ乳幼児の保育を委

託することで、保護者の就労と子育てを支援し、乳幼児の健全育成を図っております。

また、基本的な保育のほかに、多様な保育ニーズにも対応するため、延長保育、病後児

保育、一時保育も継続して実施いたしました。なお、子ども・子育て支援新制度に移行

済みの幼稚園に対しては、施設型給付により施設運営を財政的に支援しております。直

近の保育所入所状況につきましては、令和元年度末時点で、町内保育施設の定員４８６

人に対し、４９２人が入所しております。事業費は６億５,３８６万２,０００円、前年

度比９,５０６万１,０００円、１７％の増となっております。増額の主な要因は、入所

児童数の増及び無償化による施設等利用給付費の増によるものでございます。

続いて、１６ページをお開きください。

「くまの・こども夢プラザ管理運営事業」でございます。子育て支援と移住定住情報

の発信拠点として整備をしましたくまの・こども夢プラザにおいて、各種子育て支援事

業を展開するとともに、夢プラザフェスタなどのイベントを開催することで、夢プラザ

を中心に子育て世代のにぎわいを醸成しております。事業費は１,０６０万１,０００円、

前年度比２２６万６,０００円、１７.６％の減となっております。減額の主な要因は、

これまで館長職に臨時職員を配置しており、賃金を事業費に計上しておりましたが、館

長職に正職員を配置し、人件費分をこの事業以外から支出したことから、本事業の事業

費としては減額となったものでございます。

次に、「次世代育成支援対策事業」でございます。子育て支援施策を計画的に実施し

ていくための５か年計画である熊野町子ども・子育て支援事業計画の第２期計画を策定

いたしました。また、広島県ネウボラモデル事業として、子ども地域見守りネットワー

ク事業やＬＩＮＥによる情報発信などを行っております。事業費は４６０万３,０００

円、前年度比２６５万６,０００円、１３６.４％の増となっております。増額の主な要

因は、第２期熊野町子ども・子育て支援事業計画策定に係る委託料の増、及び広島県ネ

ウボラモデル事業に係る人件費などの増によるものでございます。

次に、「放課後児童健全育成事業」でございますが、昼間、就労等で保護者が家庭に

いない児童の受皿として放課後児童クラブを開所し、適切な遊びや生活の場を提供する
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ことで児童の健全育成を図りました。なお、令和元年度は対象学年を６年生まで拡大し

ております。事業費は４,２９１万３,０００円、前年度比３４７万８,０００円、８.

８％の増となっております。増額の主な要因は、入会児童数の増及び、今年３月のコロ

ナ禍における小学校一斉臨時休業に伴いクラブの開所時間を拡大したことによる人件費

の増によるものでございます。

次に、健康推進課、衛生費の「感染症対策事業」でございます。予防接種法に基づき、

四種混合、麻疹、風疹等の定期予防接種を実施し、感染症の発生・蔓延を防止し、あわ

せて感染症に対する正しい知識の普及啓発を行っております。また、昭和３７年４月２

日から昭和５４年４月１日生まれの男性に対し、風疹の追加対策を実施しております。

事業費は５,４００万９,０００円、前年度比で２９３万９,０００円、５.２％の減とな

っております。減額の主な要因は、予防接種の高齢者肺炎球菌ワクチン接種の件数が減

少したことによるものでございます。

次に、「生活習慣病予防対策事業」でございます。特定健康診査・基本健康診査や各

種がん検診をあわせた総合健診としての住民健診を、町内各施設において実施いたしま

した。そのほか、保健師と栄養士による健康出前講座や健康教室・健康相談を実施いた

しました。事業費は３,３２２万円、前年度比３２９万７,０００円、９％の減となって

おります。減額の主な要因は、住民健診の受診者総数は若干増加いたしましたが、がん

検診の指針改正により胃がん検診を隔年受診にしたことにより受診者が減少したことな

どによる委託料の減でございます。

次に、１７ページを御覧ください。

「母子保健事業」でございます。妊産婦や乳幼児の健康の保持・増進を目的として、

母子健康手帳の交付から妊婦検診や乳幼児健診、育児相談、乳幼児家庭への訪問事業、

未熟児養育医療費給付事業等を実施いたしました。事業費は２,１８６万４,０００円で、

前年度比２４８万６,０００円、１２.８％の増となっております。増額の主な要因は、

未熟児養育医療費と不妊治療費等助成金の対象件数が増加したことに伴う扶助費の増で

ございます。

続いて、飛びますが２１ページをお願いいたします。

高齢者支援課の介護保険特別会計について御説明いたします。

まず、「介護保険事業」ですが、熊野町が保険者となり、要介護または要支援の認定

を受けた人に介護サービスや介護予防サービスを提供する事業で、３年を１期とする介
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護保険事業計画に基づき運営しております。事業費は、要介護認定や被保険者管理等を

行う総務費１,６１３万６,０００円と、介護サービス支給に係る保険給付費１９億９,

００４万円をあわせ２０億６１７万６,０００円です。要介護認定者数の増加に伴い各

サービス給付費が増額となり、対前年度比６,０５９万３,０００円、３.１％の増とな

っております。

続いて、「一般介護予防事業」ですが、住民主体で取り組める健康づくり・介護予防

活動として、地域に体操を普及させるシルバーリハビリ体操指導士として、２級指導士

を１３人、３級指導士を４人養成いたしました。事業費は１,６２５万９,０００円で、

対前年度比９２万６,０００円、５.４％の減となっております。住民運営の集いの場の

立ち上げの支援を新たに２か所で行っております。

健康福祉部の令和元年度主要事業につきましては、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 続いて、建設農林部門の説明をお願いします。建設農林部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（沖田） 続きまして、建設農林部の令和元年度主要事業について説明い

たします。

資料は、令和元年度歳入歳出決算附属資料、令和元年度一般及び特別会計歳入歳出決

算書のほかに、主要事業実施箇所図をお配りしておりますので、参考にしてください。

それでは、建設課の主要事業から説明いたします。

附属資料の１７ページの中ほどを御覧ください。

まず、「大原ハイツ緊急道路新設事業」でございます。決算書では９９ページ、１０

０ページの下段になります。この事業は、平成３０年７月豪雨により被災した大原ハイ

ツと町民体育館を結ぶ避難道路を新設した事業で、事業費３,０５７万９,０００円で、

延長１００メートルの避難路の整備を行ったものでございます。

続きまして、「町道局部改良事業」でございます。決算書は１０３ページ、１０４ペ

ージの下段になります。この事業は、町道の狭隘箇所の拡幅や離合待避所設置により利

便性などの向上を図るための事業でございますが、事業費は２,２６４万９,０００円で、

町道呉萩線の県道矢野安浦線東中学校交差点付近の拡幅工事や、町道城上垣内線の第一

小学校入り口付近の交差点改良及び呉地地区の町道宮脇条風呂ケ迫線の改良工事を、ま

た城之堀線（城之堀六丁目工区）の用地測量設計業務を行っております。
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次の「町道深原公園線（鞘ノ河内工区）新設事業」は、決算書では１０５ページ、１

０６ページになります。この事業は、県が施工する県道瀬野呉線バイパス事業にあわせ

て新宮の準工業地域に向けて町道を延伸するもので、令和元年度は橋梁の下部工事２基

を発注し、事業費は２,６４６万４,０００円でございます。

次の「町道呉萩線（呉地・萩原工区）改良事業」は、熊野東中学校付近から呉地公会

堂までの間で離合が困難な区間を整備し、地域住民の利便性や通学する生徒の安全性を

向上させる事業で、令和元年度は呉地・萩原境から呉地側の延長８０メートルの改良工

事を実施し、事業費は１,０７１万６,０００円でございます。

続きまして、「（国庫）橋梁維持修繕事業」は、平成２６年度の法改正により、延長

２メートル以上の道路橋梁について５年に１度の定期点検が義務化されたことに伴い、

町で管理する１２２橋の定期点検結果に基づいた補修工事と補修設計業務で、令和元年

度は出来庭地区の北南中央橋ほか２橋の補修設計業務とあわせて、鍋屋橋ほか１橋の補

修工事を施工し、道路網の安全性と信頼性を確保するとともに、ライフサイクルコスト

の縮減を図りました。事業費は１,２２７万９,０００円でございました。

次の「初神地区避難路整備事業（平成３０年度繰越事業）」は、決算書では少し飛び

まして１１３ページ、１１４ページになります。この事業は、国の都市防災総合推進事

業を活用し、初神地区の葵団地の狭隘な進入路部分を拡幅改良するために測量設計及び

用地買収を行ったもので、事業費は７１６万３,０００円でございます。

続きましては、災害関連でございます。決算書では少し飛びまして１３１ページ、１

３２ページの中ほどになります。「公共土木施設災害復旧事業」でございますが、国の

災害査定で認められた３５か所のうち、河川９か所と道路５か所の本復旧工事を実施し、

事業費は３億８,８２０万７,０００円でございました。進捗状況は、令和元年度末時点

で約６割の災害復旧が完了しております。

続きまして、都市整備課の主要事業について説明いたします。

初めに、「都市計画一般事業」でございます。決算書では、戻っていただき１０５ペ

ージ、１０６ページの下段になります。主な事業内容としては、都市計画マスタープラ

ン等策定事業でございますが、熊野町第６次総合基本計画を踏まえた上で、町の将来像

や土地利用などの基本的方向を明らかにしたまちづくりの総合的な指針を定めるもので

あり、２か年にわたる事業として、当該年度は過去の課題検証並びに住民アンケートの

調査集計等を行ったところでございます。事業費は６２９万４,０００円でございます。
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次に、「子育て世代「住むならくまの」応援事業」でございます。決算書では１０７

ページ、１０８ページ上段になります。この事業は、子育て世代の定住を促進し、人口

の維持、地域の活性化を図るため、住宅の新築または中古住宅の購入を支援するもので、

７５件の申請に対し助成金を交付いたしました。この交付内訳については、町内転居が

３３世帯１１７人、町外からの転入が４２世帯１３７人で、このうち県外からの転入が

１世帯３人となっております。事業費は１,４４６万円でございました。

附属資料の１８ページをお開きください。

「筆の里工房周辺整備事業」でございます。決算書では御覧のページの中ほどになり

ます。この事業は、隣接する筆の里工房と一体となった観光交流拠点としての公園を整

備するものでございます。令和元年度の主な事業内容は、公園基本計画の策定、公園用

地の買収並びに物件移転補償等でございます。事業費は１億９,２６２万７,０００円で

ございました。

次に、「宅地内堆積土砂排除事業」でございます。決算書では御覧のページの下段に

なります。この事業は、平成３０年度からの繰越事業で、平成３０年７月豪雨により堆

積した宅地内の土砂及び仮置場に搬出集積されたものを運搬処分したものでございます。

事業費は５,７１４万１,０００円でございました。

次に、「応急仮設住宅事業」でございます。決算書では１０９ページ、１１０ページ

中ほどになります。この事業は、平成３０年７月豪雨により住宅が全壊または半壊など

により、住宅に困窮された方に仮設住宅を提供し、生活再建を支援するものでございま

す。事業費は３８９万６,０００円でございました。

次に、「都市施設災害復旧事業」でございます。決算書では少し飛びまして１３１ペ

ージ、１３２ページ下段になります。この事業は、平成３０年度からの繰越事業で、平

成３０年７月豪雨により被災した熊野団地の柿迫緑地のり面を復旧するものであり、当

該年度は測量設計業務及びのり面復旧工事を発注しております。事業費は６６０万５,

０００円でございました。

続きまして、農林緑地課の主要事業について説明いたします。

初めに、「林業振興対策事業」でございます。決算書では少し戻りまして９９ページ、

１００ページ中ほどに記載されております。まず、通常事業としまして、県の「ひろし

まの森づくり交付金」を活用し、交付額３３０万円のうち３３万９,０００円を広島県

地域森林計画情報システム用パソコンの更新に、残りの２９６万１,０００円は森林整
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備費用として基金に積み立てたものでございます。次に、特認事業としまして、平成３

０年７月豪雨により被災したゆるぎ観音付近の森林を、地元ボランティア団体と関係部

署で構成する実行委員会を立ち上げて、令和３年度までの３か年計画で整備しているも

ので、令和元年度につきましては、駐車場の復旧、山道の一部復旧を行ったものでござ

います。全体事業費の７４０万２,０００円のうち特認事業の括弧書きしている７００

万円をゆるぎ観音森づくり実行委員会に交付し、事業を実施しております。

続きまして、「林地崩壊防止事業（平成３０年度繰越事業）」でございます。決算書

では同ページ下段に記載されております。この事業は、平成３０年７月豪雨により被災

した山林等の急傾斜地など４か所の復旧事業に伴う測量業務、実施設計業務を執行し、

３か所の復旧をしたもので、残りの１工事２か所につきましては、他の災害復旧工事や

新型コロナウイルスの影響により資機材の入手が困難となり、事故繰越しでの予算措置

を講じております。なお、国費率は７５％となっております。事業費は１,０２２万５,

０００円でございました。

次に、「公園・緑地等崩壊防止事業（平成３０年度繰越事業分）」でございます。決

算書では１０７ページ、１０８ページ下段に記載されております。この事業も先ほどの

事業と同様に、山林等の急傾斜地などの復旧事業で、神田地区の復旧に伴う実施設計業

務を行ったものでございます。事業費は３９８万６,０００円でございました。

次に、「農地及び農業用施設災害復旧事業（平成３０年度繰越事業分）」でございま

す。決算書では１２９ページ、１３０ページ中ほどに記載されております。この事業は、

平成３０年７月豪雨により被災した農地８か所、農業用施設５１か所の復旧をしたもの

でございます。また、国費率は、農地が９７.３％、農業用施設が９９.６％となってお

ります。なお、資料における農地につきましては、個人所有の耕作地の復旧でございま

すので、具体的な箇所はあらわしておりません。また、農業用施設については主な復旧

箇所を示しております。事業費は５,４６０万７,０００円でございました。

次に、「農地及び農業用施設災害復旧事業」でございます。決算書では次の行に記載

されております。この事業は先ほどの事業と同様に、農地２０か所、農業用施設１０か

所の復旧をしたものでございます。事業費は２億９,２９５万２,０００円でございまし

た。

最後に、「林道災害復旧事業」でございます。決算書では１３１ページ、１３２ペー

ジ上段に記載されております。この事業は、平成３０年７月豪雨により被災した林道５
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か所の復旧を行ったものでございます。なお、国費率は９６％となっております。事業

費は２,０４２万３,０００円でございました。

続きまして、公共下水道事業特別会計の主要事業について説明いたします。

附属資料の２０ページをお開きください。

項目番号３「公共下水道事業特別会計」の表を御覧ください。決算書では１７７ペー

ジ、１７８ページになります。「一般管理費」の１億７,６２４万６,０００円ですが、

主な内容としましては、町内マンホールポンプ４８か所の点検、補修並びに光熱費と地

方公営企業法適用に向けた基礎調査及び固定資産調査等の委託業務でございます。次に、

「公共下水道整備費」の６,４２９万５,０００円でございますが、主な工事内容としま

しては、呉地地区におきまして、未普及地域の汚水管渠工事１件と、東山及び石神地区

におきまして、管路延長０.１８キロメートルの老朽管更新工事を施工いたしました。

令和元年度の整備面積は０.４６ヘクタールで、管路延長０.１９キロメートルを整備し、

下水道普及率は９０.６８％となっております。

続きまして、公営企業部上水道事業会計の主要事業について説明いたします。

附属資料の最後、２１ページをお開きください。

項目番号６「上水道事業会計」の表を御覧ください。

初めに、「未給水地区解消事業」でございますが、萩原地区において配水管布設工事

を２か所行い、事業費８２４万９,０００円で、管路延長約２６８メートルを整備して

おります。

続きまして、「老朽管路更新事業」でございますが、熊野団地内の柿迫地区におきま

して３か所の配水管布設がえ工事を行い、事業費４,８１０万７,０００円で、約７０８

メートルの老朽配水管の布設がえ工事を行っております。

最後に、「開発地給水事業」でございますが、萩原地区、呉地地区、中溝地区の宅地

造成地計３か所におきまして配水管布設工事を行い、事業費１,０５４万２,０００円で、

管路延長約２８９メートルを整備しております。

建設農林部及び公営企業部の令和元年度主要事業説明は、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 最後に、教育部門の説明をお願いいたします。教育部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（横山） それでは、教育部の主要事業について説明させていただきます。附
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属資料１９ページを御覧ください。

初めに、教育費、小学校費の「小学校一般管理事業(ＩＣＴ整備事業)」でございます。

決算書では１１５ページから１１６ページになります。事業費は、小学校一般管理事業

の事業費３,２４０万２,０００円のうち、ＩＣＴ整備事業費として、機器等のリース料

１９０万８,０００円を執行いたしました。情報教育の環境整備を目的に３か年計画の

３年目として、町内の３小学校に７０型電子黒板を、１校にタブレット端末５台と周辺

機器を整備し、視覚的な効果、機動性を生かした、より分かりやすい学習のための有効

なツールの一つとして活用を図りました。

続いて、「小学校施設維持管理事業(学校施設長寿命化計画策定事業)」でございます。

決算書では１１５ページから１１６ページになります。事業費は、小学校施設維持管理

事業の事業費４,３８９万４,０００円のうち、学校施設長寿命化計画策定事業費として

４０３万３,０００円を執行いたしました。老朽化が進む小学校施設について、必要コ

ストの平準化を図りながら、適正な維持管理を実施するための学校施設長寿命化計画の

策定を委託により実施いたしました。

続いて、「小学校大規模改造事業」でございます。こちらも決算書１１５ページから

１１６ページになります。事業費は１億２,６５７万３,０００円でございます。事業費

の主な内訳は、小学校施設ブロック塀改修工事請負費２,９５６万１,０００円、平成３

０年度繰越事業の熊野町立小学校空調設備設置工事が８,７８１万円でございます。ブ

ロック塀改修工事は、熊野第一小学校と熊野第三小学校のブロック塀をフェンスに取り

替える工事で、熊野第一小学校が１,９３７万９,０００円、熊野第三小学校が１,０１

８万２,０００円となっており、７月に契約を締結し、両校とも１０月３１日に完了検

査を実施しております。空調設備設置工事は、各小学校の普通教室及び利用頻度が高い

理科室、音楽室に空調機器を整備したもので、平成３０年度に実施設計を行い、令和元

年度に事業を繰り越し、工事を実施いたしました。工事は２月に契約を締結し、９月２

６日に完了検査を実施しております。工事請負費は、小学校４校で１億４,６３４万円

となっており、このうち８,７８１万円を令和元年度に繰り越し、執行しております。

次に、教育費、中学校費の「中学校一般管理事業(ＩＣＴ整備事業)」でございます。

決算書では１１９ページから１２０ページになります。中学校一般管理事業の事業費２,

１５６万５,０００円のうち、ＩＣＴ整備事業費としてリース料９５万４,０００円を執

行いたしました。小学校のＩＣＴ整備事業同様に、情報教育の環境整備を目的に、３か
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年計画の３年目として、熊野中学校にタブレット端末１０台とその周辺機器を、熊野東

中学校に７０型の電子黒板を整備いたしました。

続いて、「中学校施設維持管理事業(学校施設長寿命化計画策定事業)、（屋外階段改

修事業）、（体育館照明改修事業）」でございます。決算書では１１９ページから１２

０ページになります。中学校施設維持管理事業の事業費３,７９１万１,０００円のうち、

学校施設長寿命化計画策定事業が２０１万７,０００円、熊野東中学校屋外階段改修事

業が２５３万８,０００円、熊野東中学校体育館照明改修事業が４９４万８,０００円と

なっております。学校施設長寿命化計画策定事業につきましては、小学校と同様に、老

朽化が進む中学校施設の今後の適正な維持管理と必要コストの平準化を図るための計画

を策定いたしました。屋外階段改修事業につきましては、老朽化した熊野東中学校特別

教室棟の屋外階段の改修を行うことにより、緊急時における生徒等の安全確保を図り、

安全安心な教育環境整備を実施いたしました。体育館照明改修工事につきましては、水

銀に関する水俣条約の発効に伴い、学校体育館の水銀灯照明をＬＥＤ化する工事で、令

和元年度は熊野東中学校の体育館照明をＬＥＤ照明に改修しております。残る小中学校

の体育館照明につきましては、今年度ＬＥＤ照明への改修工事を実施する予定としてお

ります。

続いて、「中学校大規模改造事業」でございます。決算書では１１９ページから１２

０ページになります。事業費は全体で５,２３３万４,０００円です。事業費の主な内訳

は、中学校ブロック塀改修工事請負費２３１万円、平成３０年度繰越事業の熊野町立中

学校空調設備設置工事が４,６０１万円でございます。ブロック塀の改修工事は、熊野

中学校のブロック塀をフェンスに取り替える工事で、工事請負費２３１万円となってお

ります。７月に契約を締結し、１０月２５日に完了検査を実施しております。空調設備

設置工事は、小学校同様に、各中学校の普通教室及び利用頻度の高い理科室、音楽室に

空調機器を整備したもので、平成３０年度に実施設計を行い、令和元年度に事業を繰り

越し、工事を実施いたしました。工事は２月に契約を締結し、９月２５日に完了検査を

実施しております。工事請負費は、中学校２校で７,６６８万円となっており、うち４,

６０１万円を令和元年度に繰り越し、執行しております。

次に、教育費、社会教育費の「町民会館施設管理事業（エレベーター改修事業）」で

ございます。決算書では１２３ページから１２４ページになります。事業費は、町民会

館施設管理事業３,１４１万９,０００円のうち、町民会館エレベーター改修工事に係る
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工事請負費１,４５８万円でございます。この工事は、老朽化した町民会館のエレベー

ターの主要部品の交換、及び地震、停電時に自動的に着床する装置を設置するなどの工

事を実施し、利用者の安全安心な施設整備を行いました。４月に契約を締結し、９月２

４日に完了検査を実施しております。

続いて、附属資料２０ページをお願いいたします。

災害復旧費、文教施設災害復旧費の「社会教育施設災害復旧事業」でございます。決

算書では１３１ページから１３２ページになります。事業費は８２５万円でございます。

この工事は、平成３０年７月豪雨により被災した町民グラウンド南側に位置します多目

的グラウンドの復旧工事で、堆積した土砂の撤去、処分及びのり面の修復と水路の復旧

に係る工事請負費でございます。令和元年１２月に契約を締結し、令和２年３月２７日

に完了検査を実施しております。

続いて、「公立学校施設災害復旧事業（平成３０年度繰越事業）」でございます。決

算書では１３１ページから１３４ページになります。事業費は８８１万９,０００円で

ございます。この事業は、平成３０年７月豪雨により被災した熊野第二小学校プールの

復旧工事で、土砂の撤去・処分については平成３０年度に実施し、プールの防水シート

の張り替え及びフェンスの復旧工事を令和元年度に繰り越して実施したものでございま

す。プール本体の復旧工事請負費は１,２２０万４,０００円で、うち７４０万４,００

０円を令和元年度に繰り越して実施し、４月２５日に完了検査を実施しております。そ

の他の復旧工事として、足洗い場等の補修工事、ポンプの配管修繕工事等を行い、復旧

工事全体を完了しております。

続いて、「社会教育施設災害復旧事業（平成３０年度繰越事業）」でございます。こ

ちらも決算書１３１ページから１３４ページになります。事業費は６２９万６,０００

円でございます。この工事は、平成３０年７月豪雨により被災した町民グラウンド及び

多目的グラウンドの復旧工事でございます。事業費の内訳は、町民グラウンドの災害土

砂処分に係る工事請負費３５８万５,０００円、多目的グラウンドからの流入土砂処分

に係る工事請負費１８１万７,０００円、町民グラウンドフェンス復旧に係る工事請負

費８９万４,０００円でございます。町民グラウンド災害土砂処分に係る工事は、令和

元年８月に契約を締結し、令和２年１月１４日に完了検査を実施しております。多目的

グラウンドからの流入土砂処分に係る工事は、令和元年１２月に契約を締結し、令和２

年３月２７日に完了検査を実施いたしました。町民グラウンドフェンス復旧工事は、令
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和２年２月に契約を締結し、３月２７日に完了検査を実施しております。

教育部の令和元年度主要事業につきましては、以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 以上で、令和元年度における各会計決算の概要説明と各部門における

主要事業の説明が終わりました。

暫時休憩いたします。

再開は１４時５０分とします。

なお、これよりは第１委員会室で会議を行います。

休憩 １４時３４分

再開 １４時４９分

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

これより執行部から提出されております会計書類の閲覧時間を設けたいと思いますが、

御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（山野） 異議がないようですので、閲覧時間を設けたいと思います。

閲覧時間をどのくらい設けましょうか。あしたの昼まで、よろしいですか、１２時ま

で。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（山野） では、今日これから４時半までと、そして明日１２時までという意見

がありましたので、ただいまから明日の１２時までの閲覧、関係書類の閲覧時間といた

します。したがいまして、部門ごとの総括質疑は明日の１３時３０分から行います。最

後に委員会としましての意見をまとめたいと思いますが、これより閲覧時間とさせてい

ただきます。不明な事業等がありましたら、説明員を呼びます。

暫時休憩いたします。

休憩 １５時００分
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令和２年度 決算特別委員会

会議録（第２号）

１．招集年月日 令和２年９月１０日（木）

２．招集の場所 熊野町役場 ４階 第１委員会室

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

３．出席議員（１６名）

委員長 山 野 千佳子 副委員長 水 原 耕 一

委員 福垣内 邦 治 委員 光 本 一 也

委員 中 島 数 宜 委員 尺 田 耕 平

委員 竹 爪 憲 吾 委員 諏訪本 光

委員 沖 田 ゆかり 委員 片 川 学

委員 時 光 良 造 委員 民 法 正 則

委員 荒 瀧 穂 積 委員 山 吹 富 邦

委員 中 原 裕 侑 委員 大瀬戸 宏 樹

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４．欠席議員（なし）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

５．事務局出席 議会事務局長 西 村 隆 雄

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

６．説明員

町 長 三 村 裕 史

副 町 長 岩 田 秀 次

教 育 長 林 保

総 務 部 長 宗 條 勲

住 民 生 活 部 長 貞 光 治 夫

健 康 福 祉 部 長 時 光 良 弘

建 設 農 林 部 長 沖 田 浩

教 育 部 長 横 山 大 治

総 務 部 次 長 堀 野 辰 夫
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住民生活部次長 立 花 太 郎

健康福祉部次長 西 岡 隆 司

建設農林部次長 堂 森 憲 治

建設農林部技術次長 寺垣内 栄 作

教 育 部 次 長 隼 田 雅 治

財 務 課 長 西 川 伸一郎

政 策 企 画 課 長 須 賀 雅 彦

産 業 観 光 課 長 榎 並 正 和

防 災 安 全 課 長 花 岡 秀 城

収 納 管 理 課 長 福 嶋 春 樹

生 活 環 境 課 長 宗 像 雅 充

高齢者支援課長 西 村 ゆ り

子育て支援課長 佛 圓 至 裕

健 康 推 進 課 長 桐 木 和 義

農 林 緑 地 課 長 堀 野 准

上 下 水 道 課 長 多久見 良 数

会 計 課 長 穂 坂 俊 彦

教 育 指 導 監 元 永 圭 一

教 育 指 導 監 斉 藤 弘 樹

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

７．協議事項

付託された「認定第１号 令和元年度熊野町各会計歳入歳出決算認定」、「認定第２

号 令和元年度熊野町上水道事業会計決算認定」について

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

８．内容

（再開 １３時２６分）

○委員長（山野） 早いですけれども、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。

各会計書類の閲覧が終わりましたので、各部門ごとに総括質疑を行います。なお、質

疑は各部門における会計ごとに行いたいと思います。

まず、総務部門について質疑を行います。質疑はありませんか。諏訪本委員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） 立ってやる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） マイクがあるからどうかな。立ってやってください。分かるように、

顔が。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） これは主要事業のところで言いますと１３ページになりますが、筆の

里工房事業についてちょっと伺いたいと思います。１億６,６００万円に近い巨額の投

資をしとるわけですけども、補助金としては町のほうから８５０万ということなんです

けども、決算に当たって、事業の内容説明はありますけども、計画のほうでは、入館者

であるとか、売上げの目標値が設定されておるわけですけども、そういった目標値の達

成度合いをちょっとお聞きしたいというように思います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 榎並産業観光課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業観光課長（榎並） 筆の里工房でございますが、一応初めに目標といたしまして、

入館者数が大体６万人超えという形での目標を立てております。それに対しまして、昨

年度、最終的には５万弱の入館者がおられました。大体昨年度の開館日数が、２６３日

の開館日数。これは通常より多少少なくて、初めの頃工房の工事、それからあと途中で

コロナの関係もあったりとかいう形での休館ということもございましたけども、例年よ

り多少開館数も減っております。その中で、入場料につきましては９００万円ぐらいの

収入がございました。そういった中で、筆の里工房のほうでの事業というのが行われた

ような形になっております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） ありがとうございました。やはり町行政のいろんな仕事というのは、

割合単発といいますか、それだけで終わってしまうことが割合多いというように思いま

す。そういう中で、やはり繰り返して行うような事業ですね、継続して行うような事業
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については、やはりその後の事業の充実も含めて、そういった目標値等を設定して、そ

れに対する評価といいますか、こういったものを求めていくべきではないかなというよ

うに思いましたので、質問させてもらいました。今後につきましても、できればそうい

ったような方向でお願いしたいというように思います。いかがでしょうか、そこら辺は。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 榎並産業観光課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○産業観光課長（榎並） 議員御指摘のとおり、やはり目標というのは大変大切なものだ

と思っております。それに向かっていろいろと事業を進めていくという形の方向性も、

工房と一体になって進めていきたいと思います。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 諏訪本委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（諏訪本） ありがとうございます。ぜひとも一つそうようにして、以前から申し

上げておりますいろんな補助金等も含めて、ＰＤＣＡのサイクルじゃないですけども、

やっぱりチェックをして、より成果につながるような事業の取組をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） ほかになければ、次の総括質疑について、執行部の入替えがあります

ので、しばらくお待ちください。

（執行部入替え）

○委員長（山野） 続いて、住民生活部門についての質疑を行います。

まず、一般会計について質疑はありませんか。沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 附属資料１４ページ、生活環境課、廃棄物収集運搬事業なんですけれど

も、先般の一般質問で尺田議員が質問された際に、持ち去り条例があるということをお

っしゃられていたんですけれども、町内のごみの持ち去り条例に適用された例があるの
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かどうかといったことをちょっとお伺いしたいんですが。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 宗像生活環境課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（宗像） 持ち去りの規定ですけども、熊野町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例で禁止をしておりまして、平成２１年４月１日から施行をしております。同時

に、罰則規定も設けております。

検挙ということですけれども、制定当時に検察庁のほうと協議をいたしまして、そう

いう行為者がおられますと、１回目に町の職員から指導を行うということで誓約書等を

とります。２回目にまた再指導ということで誓約書をとりまして、同時に町長から違反

者に対して収集運搬禁止命令を交付することとなっております。さらにそれに違反して

３回目を行うと告発という形になりますけれども、またこの告発の際に、明確な証拠と

いいますか、画像とかそういったものが要るということで、ちょっとハードルが高くて、

過去に罰則が規定された例はございません。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 一時期、新聞の持ち去りがすごく多い時期がありまして、町民の方から

も言われたことがあるんですけれども、現状はどのような感じになっているのか、ちょ

っとお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 宗像生活環境課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○生活環境課長（宗像） 新聞の持ち去りということでございますけれども、過去に住民

さんのほうから、ごみステーションを荒らして帰るものがおるということで、度々苦情

が入っておりましたけれども、近年というか、ここ最近、もうそういったものは伺って

おりません。というのが、恐らく原因ですけれども、古紙の売払い単価、これは町が売

り払うときの単価ではございますけれども、２９年をピークにもう半値ぐらいまで下が

っておりまして、恐らくそういったことが原因で、そういう行為をするものが減ってき
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ていると思われます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） よろしいですか。次に、どなたか、ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） なければ、続いて、国民健康保険事業特別会計について、質疑はあり

ませんか。沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） １４２ページの国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書、不納欠損額

についてなんですけれども、国民健康保険税は５年で時効を迎えるというものがありま

すけれども、この不納欠損の額は時効になったものばかりなのか、それ以外になるのか、

ちょっとお伺いいたします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 福嶋収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（福嶋） 国民健康保険税の決算額でございますが、欠損額でございます

が、時効になったものと、あと執行停止後３年を迎えたものがございます。時効を迎え

たものが５６０万と、執行停止後３年を迎えたものが２６９万円となっております。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 徴収不可能と判断する基準を教えていただきたいんですが。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 福嶋収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（福嶋） 滞納者の財産調査をするんですけども、最初に滞納になった後

で預金調査を行ってまいります。その中で、例えば生命保険の引き落としがあれば生命

保険調査を、給与などの振込があればその給与照会をしたりするんですが、それでも何

も発見できない場合もございます。その際に、財産調査をしても財産がないとか、生活
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が困窮している、住所所在が不明などの理由によって差押えなどの滞納処分ができなく

なりますので、そのときに滞納処分の執行を停止するという処理を行うのが執行停止で

ございます。それの処理をした後３年を迎えましたら時効によって落とすということに

なります。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 生活に困窮して払えない方ではなくて、町内には払えるのに払っていら

っしゃらない方がいらっしゃいます。私も直接関わったことがあるんですけれども、

様々な方法で納付をされてないということなんですが、今、町から県のほうにも移管さ

れている中で、こういった方たちに対する徴収するための何か方法というものがありま

したら、お伺いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 福嶋収納管理課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○収納管理課長（福嶋） 財産調査につきましては本人のものだけなので、本人以外のと

ころではなかなか財産調査もできないことが多く、財産を発見できないということもご

ざいます。それで、現在、滞納整理の強化を目的に県と協定を締結しております。その

中で、県税事務所の特別滞納整理班の３人に併任徴収辞令を交付して、月２回程度、高

額滞納案件とか、悪質滞納案件とかの相談を行って、指導をいただいているところでご

ざいます。これまで町にはノウハウがなかった家賃収入の差押えであるとか、太陽光発

電の余剰電力の代金とか、そういったものも差押えをして、差押えの幅は広がってきて

おります。今年度も、その中で差押え不動産の公売なども予定をしております。

今、おっしゃられたような悪質滞納案件、ちょっとどのようなケースか詳細は分かり

ませんけども、そういったものでも相談には乗ってくださるということなので、分かれ

ば相談をしてみたいと思います。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 町内には生活が困窮していても分割してお支払いしている方もいらっし

ゃいますので、今後も一層努力していただきますようよろしくお願いします。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） なければ、後期高齢者医療特別会計について、質疑ありませんか。あ

りませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） なければ、次の総括質疑に移りたいと思います。執行部の入替えがあ

りますので、しばらくお待ちください。

（執行部入替え）

○委員長（山野） 続いて、健康福祉部門についての質疑を行います。

まず、一般会計について、質疑はありませんか。沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 附属資料１５ページ、民生費、プレミアム付商品券の発行事業ですけれ

ども、これ対象者数が４,１９２人、非課税者３,６４０人、子育て世帯５５２人のうち、

引換券の発行者が２,３８６人、非課税世帯が１,８３４人、子育て世帯５５２人という

ことで、子育て世帯に関しては１００％なんですけれども、非課税者に関してのこの１

００％でない理由をお伺いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 西岡健康福祉部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部次長（西岡） 昨年行われましたプレミアム付商品券でございますが、非課

税者及び子育て世帯と、３歳半未満の子育て世帯ということで実行されております。今

回、非課税世帯の方が少ないということなんですけど、子育て世帯につきましては、こ

ちらのほうから引換券を直接全世帯に発行しております。非課税世帯の方につきまして

は、熊野町のほうへ引換券の申請をしていただくということがございまして、その申請

が伸びなかったということで、発行数が少なくなっております。
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以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） これ以前にも質問させていただいたと思うんですけれども、非課税世帯

であるということが周りの方に分かってしまうということで、なかなか行きにくいので

はないかといったことで、部長のほうからも答弁いただいているんですけども、その点

については工夫をしていただいたのでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 時光健康福祉部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○健康福祉部長（時光） 確かに前にそういう御質問をいただいておりまして、今回、事

務的なものを言いますと、まず非課税ということをうちのほうが「あなたは非課税です」

と言えないんで、申請をしてもらって、税務のほうで調べて、「あなたは該当者です」

ということをするんですが、どうもそういう非課税というのを知られるからというより

は、ちょっと全国的にやはり申請が少ない状況でした。県内でも実はうちの町は高いほ

うでした。もう上位から３番目。ですから、興味を持ってなかったのかなというのが一

番の理由だと思います。熊野町は途中でまた「まだこんなんありますよ」という、出て

ない人に通知とかしましたので、それで県内では３位ということで、ちょっと上のほう

に行ったのかなと思っている状況です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 頑張っていただいたということで。何に関しても、本当に困っている世

帯に情報が届かないということが全国的にも問題になってますので、やはり丁寧な周知

ということが重要ではないかなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

引き続きまして、子育て支援課、民生費、児童福祉費ですが、これ平成３０年の保育

所の入所人数、ゼロ歳児４５人から、令和元年度５６人になってますけれども、このふ

えている理由というか、分かればお伺いしたいんですが。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○委員長（山野） 佛圓子育て支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て支援課長（佛圓） ゼロ歳児の増の理由ということですが、近年、この３０年よ

り前、さらに２８年、２９年と続いて増加の傾向はあります。その理由というのが、や

はり社会、一般的に子供が生まれてもすぐに職場のほうへ復帰するであるとか、夫婦共

働きということがどうしてもふえてますので、ゼロ歳のふえる傾向というのは今後も続

いていくものと考えております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） このゼロ歳児の保育所の入所要件なんですけれども、熊野町は半年、生

後６か月たってから入所できるということになっておりますけれども、他市町において

は、３か月から入所できるようになっております。私も何人かの、ここ何年か、保護者

の方から、なぜ熊野町は３か月から預かっていただけないんですかといったような声を

頂くこともあるんですけれども、半年にされている理由をちょっとお伺いしたいんです

が。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 佛圓子育て支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て支援課長（佛圓） そうですね、本町の場合、６か月からということにしており

ます。理由というか、まだ生後間もなくという、まだ首がすわってないような２か月と

か３か月、ちょっとそういった時期での保育所に預かることが果たしてどうなのかとい

う問題もありますし、当然、そういったニーズがあれば対応は考えていかなければいけ

ないと思ってますが、近年、子育て支援のアンケート等をさせてもらってますけど、そ

ういった中では、そういう声というのは一切なかったと認識しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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○委員（沖田） 今おっしゃられたように、新生児というのは免疫力も低いですし、半年

にされている理由というのも私自身も分かるんですけれども、やはり母子家庭のお母さ

んなど、どうしても早く預けて働かないと生活が成り立たないという方もいらっしゃい

ますので、今後はそういったことも視野に入れていただいて御検討願いたいと思います。

そんな中で、保護者の就労状況などを把握していらっしゃるのかどうか、ちょっとお

伺いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 佛圓子育て支援課長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○子育て支援課長（佛圓） 保育所入所の際には、保護者が就労している在職証明書等は

必ずとっていただいておりますし、途中で状況が変わったとかいうことで、現況届の提

出等も求めておりますので、そういった就労状況のほうは調査しております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（沖田） 今後とも、保護者のニーズをしっかり調査していただいて、御検討いた

だきたいと思います。ありがとうございました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） では、介護保険特別会計についてはいかがですか。ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） ないようでしたら、次の総括質疑について、執行部の入替えがありま

すので、しばらくお待ちください。

（執行部入替え）

○委員長（山野） 続いて、建設農林部門について、質疑を行います。

まず、一般会計について、質疑はありませんか。片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 附属資料１７ページですね。町道呉地萩原線改良事業についてなんです
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けど、ちょっとお教えいただきたい。役務費とかいろいろございますが、うたってある

んですが、これの何ページじゃったかな。ああ、ごめんなさい、事業費が１,０７１万

５,５８０円の中、役務費とか委託料とかいろいろございます。ほかのところは大体頭

に浮かぶんですが、この工事請負費３４０万計上してございますが、令和元年度におい

て何の工事が発生したのか、お教えいただきたいのですが。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 堂森建設農林部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部次長（堂森） 平成元年度におきまして、ブロック擁壁のほうをつくるよう

にしておりました。途中でちょっといろいろ工事具合の問題とか出てきましたので、ち

ょっと若干遅れて、繰り越して、今現在、施工中でございます。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） これは繰り越したということは、ここに計上してあるこの３４０万とい

うものはどこに行っとるんですか。繰越金として２年度に回っとるわけですかね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 堂森建設農林部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部次長（堂森） 既に契約をしておりますので、前払い金のみをそこで執行し

たという形になっております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） それなら納得いたしましたが、ちょっと災害等のほうで、業者さんがい

ろいろ多忙だということで、本日に至るまで、臨時会とか定例会において工事の延長を

しますと、延期契約をしますということを伺ってきた覚えは承知しとるところでござい

ますが、特に、私、仕事で町内をよく走るもんで、この路線に関して特に気になったの
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が、工事が一切なされない。看板の工期予定の日程も変わらない。ちょっとつついたな

と思ったら竹が切ってある。竹が切ってあるかなと思ったら電線に、根元は切ってある

んだが電線に竹がすがっとるような状態。これも長いことほったらかしになっとる。そ

れで、工期満了期間を過ぎても看板は掛け替えがない。この一月未満において初めて工

事が始まった。ですが、恐らく前払い金なんだろうないう感覚で私も捉えておったんで

すが。

ここに、東中学校付近から呉地公会堂付近までの間において離合が困難な区間の道路

改良事業を実施し、通過交通の円滑化及び東中学校への通学する生徒の安全性の向上を

図った。これ一つも図られてない。これ報告においてこういう報告はどうなのかなとい

うのが非常に気になったんですね。工事請負金の３４０万。前払い金もあってしかりで

しょう。

災害において、地元業者に随分熊野町も助けていただいとる中で、災害が忙しいんだ

と、復興が忙しいんだ。工事は進まない。金は払う。事業として行って円滑化を図った。

この表現がちょっと私、引っかかったんですよね。去年の４月以来、ちょっと大人しく

しましょうと思いよったんですが、どうもこれは見過ごせない。

子供たちが安全に、これ教育の場じゃないんですが、建設で申し上げることかどうか

分かりませんが、子供たちが通学するのに安全性を図っていただいたんなら書いていた

だいても構いませんが、非常に危ない状態を継続しながら、金は払ってええ加減なこと

をしとりながら、災害復旧が大変なんだよ。この業者さん、県道をやってますよね、同

じ時期に。県道工事もしてます、ハローズの工事もしてます。住民から言われるんです

よね。問われるんです。災害が忙しいけえできんのじゃないんかと。どうな、あそこに

はえっと仕事を出しちょるが、熊野町はあそこを養いよんかということまで言われます。

こういうところから、聞かれても答えようがないんですよね。

ある議員がおっしゃったように、窓口一つでいいんなら、役場にみんな聞いてくださ

りゃいいんですが、えてして議会のほう、議員のほうへ聞かれる方もおられます。これ

も通常だろうと思うんですけどね。これいかがお考えでしょうかね。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 沖田建設農林部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○建設農林部長（沖田） 片川議員おっしゃられるとおり、この表現が、図ったという過
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去形は全く言われるとおりおかしいと。今、図っておる最中でございます。それと、工

事が遅延しておる主な原因は、こちら都合、役場のほうの我々執行部のほうの都合でご

ざいまして、最終的に道路側溝等をすぐ下にあるため池に流入するようにしておるんで

すが、ちょっとそれの変更、設計等でちょっと時間がかかりまして、ちょっと工事自体

が遅延しておるというところでございます。この表現につきましては気をつけたいと思

います。すみません。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 片川委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員（片川） 過去に受けた報告と違うんですよね。過去に受けた報告は、災害復興の

ため業者の資格者が足らないということで、延期契約をするんだという報告だったんで

すよ。その辺は、もうちょっと上手にやっていただけりゃね、私も要らんことを言うて

嫌われる必要はないもんですから、重々、やっぱり子供の命もかかっているところです。

あそこは本当に事故の多いところで、なるべくごまかすことなく、誰が見てもきれいに

見えるような執行をしていただきたいと思います。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） なければ、公共下水道事業特別会計について質疑を行います。質疑は

ありませんか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） なければ、上水道事業会計について、質疑はありませんか。ありませ

んか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） ないようでしたら、次の総括質疑に移ります。執行部の入替えがあり

ますので、しばらくお待ちください。

（執行部入替え）

○委員長（山野） 続いて、教育部門について質疑を行います。質疑はありませんか。水

原委員。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副委員長（水原） これちょっと確認なんですが、学校施設長寿命化計画作成事業とい

うのがあるんですが、これが校舎は大体四、五十年の寿命、鉄筋コンクリートなんでし

ょうが、それを七、八十年にするために調査をするらしいのですが、これも入札で調査

業者が決まると思うんですが、それに１校調査に１００万円。小中あわせて６校ありま

すので６００万円一応かかるということなんですが、その調査の内容というのが、目視、

打診調査などらしいんですが、これがどれぐらいの規模でやられようるんか、１日で終

わるものなのか、１週間かかって行われるものかというのがどうなのかなというのと。

そこに立会いの方がおられたかというと、何かおられてないみたいなんで、そこのと

ころを適正に行われているかどうかをどう判断しているのかと思いまして、ちょっとお

伺いしたい。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 隼田教育部次長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部次長（隼田） 主要事業に載せております学校施設長寿命化計画でございますが、

これ単に調査業務だけではございません。調査業務プラス今後の施設の改修計画、年次

スパンの計画でありますとか、そういったものを含めました計画策定ということになっ

ております。

調査自体は、議員がおっしゃるとおり、専門職による目視、打診の調査で、建物の老

朽化度を測っております。立会い自体はしてないんですけれども、写真であるとかとい

うものを求めておりまして、調査自体は２週間かけて実施をしていただいております。

以上です。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 水原委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副委員長（水原） これ去年もブロック塀改修のことをちょっと質問させてもらったん

ですが、僕自身が思うに、こういうことが教育課の仕事なのかなと僕はちょっと思って

おりまして、もしこれが教育課の仕事であるのならば、教育課の中にその専門家の人を

配置して、その人らがちゃんと適正に行われているかどうかというような判断ができる

人がいないと、建設課と一緒にやっていけるということも考えられるんですが、縦社会
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という感じの中では、やっぱり教育課の中にもそういう専門の方がおられればこういう

こともスムーズに進むと思うので、そういう方向で考えてもらいたいと思うんですが、

どうでしょうか。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 横山教育部長。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○教育部長（横山） 今おっしゃられますように、確かに教育委員会の関係で、施設の維

持管理等におきましてやはり技術的なことが必要になってくることが多々あります。お

っしゃられるように、確かに教育部に技術職員が今のところおりません。ということで、

今建設部のほうとしっかり連携をとりながら対応させていただいているという状況でご

ざいます。

以上でございます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 水原委員。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○副委員長（水原） すぐにはできないと思いますが、そういう関係で進めていただけれ

ば、こういう小さなことでも、６００万円というてもそれが町の税金から払うわけです

ので、しっかりしたものにするには、そういう専門職の人が一緒に行ってということを

考えなければいけないと思いますので、よろしくお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。

（「なし」の声あり）

○委員長（山野） では、以上で全ての審査が終わりました。

執行部の皆さん、どうもありがとうございました。御退席ください。

（執行部退席）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） これより委員会審査のまとめとして報告書を作成いたします。報告書

作成に当たり、特に意見がありますでしょうか。

特に意見がないようですので、認定第１号、令和元年度熊野町各会計歳入歳出決算認

定については、原案どおり認定することとする報告書を作成したいと思いますが、皆さ
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ん、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（山野） それでは、そのように報告書を作成いたします。

続いて、認定第２号、令和元年度熊野町上水道事業会計決算認定については、原案ど

おり認定することとする報告書を作成したいと思いますが、皆さん、よろしいでしょう

か。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（山野） それでは、これより報告書を作成いたしますので、暫時休憩いたしま

す。

休憩 １４時１３分

再開 １４時１４分

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○委員長（山野） 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。

報告書ができましたので、朗読いたします。

令和２年９月１０日

熊野町議会議長 大瀬戸宏樹様

決算特別委員会委員長 山野千佳子

令和元年度熊野町決算特別委員会審査報告書（案）

本委員会は、令和２年９月９日の令和２年第６回熊野町議会定例会において付託され

た次の件について、慎重に審査した結果、原案のとおり認定すべきものと決定したので、

会議規則第７７条の規定により報告します。

認定第１号 令和元年度熊野町各会計歳入歳出決算認定について

認定第２号 令和元年度熊野町上水道事業会計決算認定について

お諮りいたします。ただいまの報告書を本会議に報告することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○委員長（山野） 異議なしと認めます。

よって、ただいまの報告書を本会議に報告することと決定いたしました。

皆さん、御協力ありがとうございました。

（閉会 １４時１５分）
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上記の記録の内容が正確であることを証するため署名する。

決算特別委員会委員長

副委員長


